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医師の働き方改革の議論の進捗
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「働き方改革実行計画」
（2017年３月28日)

働き方改革実現会議決定

※「医師については、時間外労働規制の対象とするが（中略）改正
法の施行期日（※平成31年４月１日）の５年後を目途に規制を適
用することとし、医療界の参加の下で検討の場を設け、質の高い
新たな医療と医療現場の新たな働き方の実現を目指し、２年後を
目途に規制の具体的な在り方、労働時間の短縮策等について検討
し、結論を得る。」

働き方改革を推進するための
関係法律の整備に関する法律

（2018年７月６日公布）

大企業：2019.4施行 中小企業：2020.4施行

2017.8

医師の働き方改革に関する
検討会（全22回）

2019.3

報告書
とりまとめ

2019.7

医師の働き方改革の推進に関する
検討会（これまでに17回）

2020.12

良質かつ適切な医療を
効率的に提供する体制
の確保を推進するため
の医療法等の一部を改
正する法律
（2021年5月28日公布）

（
引
き
続
き
詳
細

論
点
を
議
論
）

施行まで
約１年

医師：2024.4施行

中間
とりまとめ

2019.10 2020.12

医師の働き方改革を進めるためのタスク・
シフト／シェアの推進に関する検討会

議論の整理

関係政省令等の公布
（2022年1月19日公布）
一部施行（R4.2,4）
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医療施設の最適配置の推進
（地域医療構想・外来機能の明確化）

■これまでの我が国の医療は医師の長時間労働により支えられており、今後、医療ニーズの変化や医療の高度化、少子化に伴う医療の担い手
の減少が進む中で、医師個人に対する負担がさらに増加することが予想される。

■こうした中、医師が健康に働き続けることのできる環境を整備することは、医師本人にとってはもとより、患者・国民に対して提供される
医療の質・安全を確保すると同時に、持続可能な医療提供体制を維持していく上で重要である。

■ 地域医療提供体制の改革や、各職種の専門性を活かして患者により質の高い医療を提供するタスクシフト/シェアの推進と併せて、医療機関
における医師の働き方改革に取り組む必要がある。

医師の働き方改革

【業務が医師に集中】

【労務管理が不十分】

長時間労働を生む構造的な問題への取組 医療機関内での医師の働き方改革の推進

時間外労働の上限規制と健康確保措置の適用（2024.4～）

地域医療等の確保
医療機関が医師の労働時間

短縮計画の案を作成

評価センターが評価

都道府県知事が指定

医療機関が
計画に基づく取組を実施

地域間・診療科間の医師偏在の是正

国民の理解と協力に基づく適切な受診の推進

適切な労務管理の推進

タスクシフト/シェアの推進
（業務範囲の拡大・明確化）

特に救急、産婦人科、外科や若手の
医師は長時間の傾向が強い

病院常勤勤務医の約４割が年960時間超、
約１割が年1,860時間超の時間外・休日労働

【医師の長時間労働】

＜行政による支援＞

・医療勤務環境改善支援センター
を通じた支援

・経営層の意識改革（講習会等）

・医師への周知啓発 等

医療機関に適用する水準 年の上限時間 面接指導 休息時間の確保

Ａ （一般労働者と同程度） 960時間

義務

努力義務

連携Ｂ（医師を派遣する病院） 1,860時間
※2035年度末
を目標に終了

義務
Ｂ （救急医療等）

C-1  （臨床・専門研修）
1,860時間

C-2  （高度技能の修得研修）

患者への病状説明や血圧測定、
記録作成なども医師が担当

36協定が未締結や、客観的な時間管理
が行われていない医療機関も存在

全ての医療専門職それぞれが、自らの能力を活かし、
より能動的に対応できるようにする

医師の健康確保

面接指導
健康状態を医師がチェック

休息時間の確保
連続勤務時間制限と

勤務間インターバル規制
（または代償休息）

質・安全が確保された医療を持続可能な形で患者に提供

労務管理の徹底、労働時間の短縮
により医師の健康を確保する

現状 目指す姿

対策

一部、法改正で対応

法改正で対応
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2024年４月、新しい医師の働き方の
ルールが始まります！

地域医療を守るため
の医師の労働時間の
特別ルール

長時間勤務の中でも
勤務医の健康を守る
ためのルール

医師の健康を守る働き方の新ルール

！
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医師の時間外・休日労働の上限規制
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ＢＣ水準の指定に係る都道府県・医療機関の手続の流れ
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2022.4
(R4.4)

評価センターの評価

Ｃ-２水準関連
審査受審

審査結果受領

臨床研修・専門研修プログラム／カリキュラム内へ
時間外労働時間数明示

指定結果
通知

都道府県
医療審議会
意見聴取

指定公示
評価公表

時短計画案
作成

評価センター
評価受審

評価センター
評価結果受領

指定結果
受領

Ｃ-２水準

Ｃ-１水準

厚生労働大臣（審査組織）の確認

都

道

府

県

医

療

機

関

指定申請
受付

指定申請
提出

2024.4
(R6.4)

Ｂ水準
連携Ｂ水準
Ｃ-１水準
Ｃ-２水準

Ｃ水準に関する追加事項

評価センター
評価結果受領

時短計画：医師労働時間短縮計画
評価センター：医療機関勤務環境評価センター



医師労働時間短縮計画（ひな型）
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医師労働時間短縮計画作成ガイドラインや、編集可能なひな型・作成例・取組例集は「いきサポ」に掲載

！

！



専門性を活かした効率化が進めば、

より質の高い医療提供にもつながります。

すべての医療専門職が、それぞれの専門性を活かし、

パフォーマンスを最大化することが大切です。

タスク・シフト
/ シェア

話し合い / 勉強会
を経て連携強化

タスク・シフト/シェア



【参考】現行制度の下で医師から他の医療関係職種へのタスク・シフト /シェ
アが可能な業務の具体例（１）

9

現行制度の下で実施可能な範囲におけるタスク・シフト/シェアの推進について
（令和３年９月30日付け医政発0930第16号厚生労働省医政局長通知）

看護師 臨床検査技師

① 特定行為（38行為21区分）の実施

② 事前に取り決めたプロトコール（※）に基づく薬剤の投与、採
血・検査の実施

③ 救急外来における医師の事前の指示や事前に取り決めたプロト
コールに基づく採血・検査の実施

④ 血管造影・画像下治療（ＩＶＲ）の介助

⑤ 注射、採血、静脈路の確保等

⑥ カテーテルの留置、抜去等の各種処置行為

⑦ 診察前の情報収集

① 心臓・血管カテーテル検査、治療における直接侵襲を伴わない検査装置の操作

② 負荷心電図検査等における生体情報モニターの血圧や酸素飽和度などの確認

③ 持続陽圧呼吸療法導入の際の陽圧の適正域の測定

④ 生理学的検査を実施する際の口腔内からの喀痰等の吸引

⑤ 検査にかかる薬剤を準備して、患者に服用してもらう行為

⑥ 病棟・外来における採血業務

⑦ 血液製剤の洗浄・分割、血液細胞（幹細胞等）・胚細胞に関する操作

⑧ 輸血に関する定型的な事項や補足的な説明と同意書の受領

⑨ 救急救命処置の場における補助行為の実施

⑩ 細胞診や超音波検査等の検査所見の記載

⑪ 生検材料標本、特殊染色標本、免疫染色標本等の所見の報告書の作成

⑫ 病理診断における手術検体等の切り出し

⑬ 画像解析システムの操作等

⑭ 病理解剖

助産師

① 院内助産 ② 助産師外来

薬剤師

① 周術期における薬学的管理等

② 病棟等における薬学的管理等

③ 事前に取り決めたプロトコールに沿って行う処方された薬剤の投
与量の変更等

④ 薬物療法に関する説明等

⑤ 医師への処方提案等の処方支援

⑥ 糖尿病患者等における自己注射や自己血糖測定等の実技指導

臨床工学技士

① 心臓・血管カテーテル検査・治療時に使用する生命維持管理装置の操作

② 人工呼吸器の設定変更

③ 人工呼吸器装着中の患者に対する動脈留置カテーテルからの採血

④ 人工呼吸器装着中の患者に対する喀痰等の吸引

⑤ 人工心肺を施行中の患者の血液、補液及び薬剤の投与量の設定及び変更

⑥ 血液浄化装置を操作して行う血液、補液及び薬剤の投与量の設定及び変更

⑦ 血液浄化装置のバスキュラーアクセスへの接続を安全かつ適切に実施する上で
必要となる超音波診断装置によるバスキュラーアクセスの血管径や流量等の確認

⑧ 全身麻酔装置の操作

⑨ 麻酔中にモニターに表示されるバイタルサインの確認、麻酔記録の記入

⑩ 全身麻酔装置の使用前準備、気管挿管や術中麻酔に使用する薬剤の準備

⑪ 手術室や病棟等における医療機器の管理

⑫ 各種手術等において術者に器材や医療材料を手渡す行為

⑬ 生命維持管理装置を装着中の患者の移送

診療放射線技師

① 撮影部位の確認・検査オーダーの代行入力等

② 画像誘導放射線治療（ＩＧＲＴ）における画像の一次照合等

③ 放射線造影検査時の造影剤の投与、投与後の抜針・止血等

④ 血管造影・画像下治療（ＩＶＲ）における補助行為

⑤ 病院又は診療所以外の場所での医師が診察した患者に対するエッ
クス線の照射

⑥ 放射線検査等に関する説明、同意書の受領

⑦ 放射線管理区域内での患者誘導

⑧ 医療放射線安全管理責任者

【職種ごとにタスク・シフト/シェアを進めることが可能な業務】



【参考】現行制度の下で医師から他の医療関係職種へのタスク・シフト /シェ
アが可能な業務の具体例（２）
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理学療法士 視能訓練士

① リハビリテーションに関する各種書類の記載・説明・書類交付 ① 白内障及び屈折矯正手術に使用する手術装置への検査データ等の入力

② 視機能検査に関する検査結果の報告書の記載作業療法士

① リハビリテーションに関する各種書類の記載・説明・書類交付

② 作業療法を実施するに当たっての運動、感覚、高次脳機能（認
知機能を含む）、ADL等の評価等

義肢装具士

① 義肢装具の採型・身体へ適合のために行う糖尿病患者等の足趾の爪切等

② 装具を用いた足部潰瘍の免荷

③ 切断者への断端管理に関する指導言語聴覚士

① リハビリテーションに関する各種書類の記載・説明・書類交付

② 侵襲性を伴わない嚥下検査

③ 嚥下訓練・摂食機能療法における患者の嚥下状態等に応じた食
物形態等の選択

④ 高次脳機能障害、失語症､言語発達障害､発達障害等の評価に必
要な臨床心理･神経心理学検査種目の実施等

救急救命士

① 病院救急車による患者搬送の際の患者観察

② 救急外来等での診療経過の記録

③ 救急外来での救急患者受け入れ要請の電話対応

【職種ごとにタスク・シフト/シェアを進めることが可能な業務】

① 診療録等の代行入力（電子カルテへの医療記録の代行入力、臨床写真など画像の取り込み、カンファレンス記録や回診記録の記載、手術記録の記
載、各種サマリーの修正、各種検査オーダーの代行入力）

② 各種書類の記載（医師が最終的に確認または署名（電子署名を含む。）することを条件に、損保会社等に提出する診断書、介護保険主治医意見書
等の書類、紹介状の返書、診療報酬等の算定に係る書類等を記載する業務）

③ 医師が診察をする前に、医療機関の定めた定型の問診票等を用いて、診察する医師以外の者が患者の病歴や症状などを聴取する業務

④ 日常的に行われる検査に関する定型的な説明、同意書の受領（日常的に行われる検査について、医療機関の定めた定型的な説明を行う、又は説明
の動画を閲覧してもらった上で、患者又はその家族から検査への同意書を受領）

⑤ 入院時のオリエンテーション（医師等から入院に関する医学的な説明を受けた後の患者又はその家族等に対し、療養上の規則等の入院時の案内を
行い、入院誓約書等の同意書を受領）

⑥ 院内での患者移送・誘導

⑦ 症例実績や各種臨床データの整理、研究申請書の準備、カンファレンスの準備、医師の当直表の作成等の業務

【その他職種にかかわらずタスク・シフト/シェアを進めることが可能な業務】



特定行為研修の現状（指定研修機関数・研修修了者の推移）
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○特定行為研修を行う指定研修機関は、年々増加しており令和5年2月現在で360機関、年間あたり受け入れ可能な人数（定員数）は 5,143人である。

○特定行為研修の修了者数は、年々増加しており令和5年3月現在で6,875名である。

■指定研修機関数の推移 ■研修修了者数の推移
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定員数5,143人
（人）

（看護課調べ）

（指定研修機関数）

324 423 679 961 661 1525年間修了者数

（令和2年はCOVID19影響で7月末時点）

研修機関

18 30 44 78 81 41年間研修機関増加数

直近１年は2,043人増加

47 2043



医療機関の業務体制を全体で見直すことで、医師不足により長時間労働が常態化している診療科・病棟等
での働き方改革を推進（医療機関全体で考えるタスク・シフト/シェア）

タスク・シフト/シェアによる働き方改革のアイデア

• 少人数の医師で、幅広い業務を担い、長
時間労働が常態化する診療科・病棟

• 地域医療を担う救急医療機関等では、特
に夜間・休日の医師確保が難しく、特定診
療科の医師が、日中の外来診療後も病院
で勤務し続けている。

• 特定診療科の夜間・休日業務
→ 協働可能な内容分類し、他診療科の医師
と協働（タスク・シフト/シェア）

• 日中の業務
→ 比較的容易な内容で、移管可能なものを、
子育て医師やシニア医師、他職種等、従事で
きる人材に移管（タスク・シフト/シェア）

• 長時間労働が常態化している医師は、夜間・
休日に十分な休息を得ることができる
（→オンコール化・宿日直許可取得にもつながる）

• 自身の専門性を生かした業務に集中できる
• 潜在的な人材が活躍できる場を構築できる

自身の能力を最大限発揮
よりよい医療の提供へ

現状 取組 改善

慢性的なマンパワー不足
医師の長時間労働

（例）心臓血管外科医の術後管理業務を、麻酔科
医・循環器内科医・救急医が担当する等

業務の協働と移管の連鎖

多くの人材の活躍を促す
働き方改革の実現
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労働基準監督署における医師の宿日直許可の許可件数の推移

令和２年 令和３年 令和４年

許可件数 144件 233件 1,369件

＜医師の宿日直許可の許可件数（年別）＞

144
233

1369

188 217
329

635
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令和２年 令和３年 令和４年 １～３月 ４～６月 ７～９月 10～12月

＜医師の宿日直許可の許可件数（年別）＞ ＜医師の宿日直許可の許可件数（令和４年：４半期別）＞
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2024年４月、新しい医師の働き方の
ルールが始まります！

地域医療を守るため
の医師の労働時間の
特別ルール

長時間勤務の中でも
勤務医の健康を守る
ためのルール

医師の健康を守る働き方の新ルール

！
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時間外・休日労働が月100時間以上となることが

見込まれる医師には、面接指導が実施されます。

※ 必要と認められる場合は、就業上の措置が講じられます。

医師の健康を守る働き方の新ルール 15

○ １か月の時間外・休日労働が100時間以上となることが見込まれる医師が面接指導の対象となります。

… Ａ～Ｃの水準にかかわらず対象となります。

… 対象医師が面接指導を希望するか否かにかかわらず面接指導を実施する必要があります。

！

○ 面接指導は、面接指導実施医師により実施する必要があります。

… 医師が講習を受講することにより、面接指導実施医師となることができます。

… 講習はオンライン・無料で受講できます。

… 産業医に講習を受けていただくなど、面接指導を実施するための体制を確保する必要があります。

！



十分な休息時間（睡眠時間）を確保するため、

医師の勤務間のインターバルのルールが設定されます。

※ 休息時間を細切れにとることは認められません。

連続した休息時間を確保し、

仕事から離れることが、

心と体の健康のためには重要です。

医師の健康を守る働き方の新ルール 16

○ ＢＣ水準の医師に対しては義務、Ａ水準の医師に対しては努力義務となります。

！



勤務間インターバルが確保された状態の働き方のイメージ

日勤

始業 終業

休息

始業

9時間
インターバル

AM PM 翌日AM

日勤

24時間

※ 始業・終業の時間はいずれも事前に予定されたもの。
医師の健康を守る働き方の新ルール 17



勤務間インターバルが確保された状態の働き方のイメージ

日勤

始業 始業

18時間
インターバル

AM 翌々日AM

日勤

46時間

宿直明け業務
の終了

翌日PM

宿直 午前勤 休息

※ 始業・終業の時間はいずれも事前に予定されたもの。
医師の健康を守る働き方の新ルール
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休息中でも、緊急の業務が発生した場合は対応が可能です。
このような場合には、代償休息が与えられます。

この3時間分の代償休息は翌月末までに与えられます。

インターバル中に

3時間の緊急対応が発生

日勤

緊急の業務

休息

AM PM 翌日AM翌日AM

日勤

9時間のインターバル予定

医師の健康を守る働き方の新ルール
19



インターバル中に働いた場合は、代償休息が与えられます。

(例)11月に発生したインターバル中の
突然の業務

累積20時間分の代償休息が

12月末までに与えられます。

2h

3h

1h

4h

4h

1h

3h

2h

11/4
4ｈ

11/6
3ｈ

11/9
1ｈ

11/14
2ｈ

11/20
4ｈ

11/24
3ｈ

11/28
2ｈ

11/17
1ｈ

医師の健康を守る働き方の新ルール
20

医師の働き方改革の推進に関する検討会

中間とりまとめ（抜粋）

○ 連続勤務時間制限及び勤務間インターバルを実施できなかった場合の代償休息の付与方法については、対象となった時間

数について、所定労働時間中における時間休の取得又は勤務間インターバルの延長のいずれかによることとするが、疲労回

復に効果的な休息の付与の観点から以下のような点に留意する。

・ 勤務間インターバルの延長は、睡眠の量と質の向上につながる

・ 代償休息を生じさせる勤務の発生後、できる限り早く付与する

・ オンコールからの解放、シフト制の厳格化等の配慮により、仕事から切り離された状況を設定する

また、代償休息は予定されていた休日以外で付与することが望ましく、特に面接指導の結果によって個別に必要性が認めら

れる場合には、予定されていた休日以外に付与する。

！

勤務間インターバルと代償休息に関するルールの設定を！



医師の労働時間短縮等に関する指針について（概要）

 医師の労働時間の短縮のためには、個々の医療機関における取組だけでなく、地域の医療提供体制の観点からの

都道府県における取組や、国も含めた関係機関における取組・支援のほか、国民の医療のかかり方など、様々な

立場からの取組が不可欠である。

 一方、各取組については地域の実情等に応じて進める必要があり、一律の義務付けに馴染まない側面がある。

 このため、各関係者における取組を促進するために、 長時間労働の医師の労働時間を短縮し、健康を確保するため

に、各関係者が取り組むべき推奨事項を示す。

③各関係者が取り組むべき推奨事項

 我が国の医療は医師の自己犠牲的な長時間労働により支えられており、危機的な状況にあるという現状認識を共

有することが必要である。医師の健康を確保することは、医師本人にとってはもとより、今後も良質かつ適切な

医療を提供する体制を維持していく上での喫緊の課題である。

 同時に、医師の働き方改革は、医師の偏在を含む地域医療提供体制の改革と一体的に進めなければ、長時間労働

の本質的な解消を図ることはできない。

 このため、行政、医療機関、医療従事者、医療の受け手等の全ての関係者が一丸となって、改革を進めるために

不断の取組を重ねていく必要がある。

①基本的考え方

 2035年度末を目標に地域医療確保暫定特例水準を解消することとしているが､地域医療確保暫定特例水準の対象

医療機関の実態をなるべくＡ水準対象医療機関に近づけていきやすくなるよう、「医師の時間外労働短縮目標ラ

イン」を国として設定する。

 各医療機関は、短縮目標ラインを目安にしつつ、地域医療への影響も踏まえながら労働時間短縮に取り組むこと

とする。

②医師の時間外労働短縮目標ライン

21
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 医師の労働時間の短縮のためには、様々な立場からの取組が不可欠であることから、次に掲げる主体ごとに推奨事
項等を定めることとする。

Ⅰ 行政（国・都道府県）に求められる事項

 【国】地域医療提供体制改革と一体となった医師の働き方改革の推進に関する事項

• 国は、都道府県と緊密に連携し、医師の働き方改革を、地域医療提供体制における機能分化・連携、医師偏在対策と一体的に推進
し、地域医療確保暫定特例水準終了年限の目標である2035年度末に向けて、どの地域にあっても、切れ目のない医療を安心して受
けられる体制の構築に取り組むこと。

• 国は、医師偏在対策を含む地域医療提供体制改革の進捗状況や、時間外・休日労働の上限時間規制の適用による地域医療への影響
を踏まえて、医師の働き方改革の取組状況を検証すること。

• 国は、医師の働き方改革について、医師を始めとした医療関係者の理解の醸成に努めるとともに、各医療機関において、雇用する
医師の適切な労務管理や健康確保のための取組が実施されるよう、医療機関に対し必要な支援を行うこと。

 【都道府県】国民の適切な医療のかかり方につながるような評価結果の公表に関する事項

• 都道府県は、各医療機関の労働時間短縮に向けた取組状況等について、医療機関勤務環境評価センターが行った評価結果を公表す
るに当たっては、国民（医療の受け手）の適切な医療のかかり方につながるよう、医療機関勤務環境評価センターの所見とともに、
地域における医療提供体制の全体像や各医療機関の役割等を公表し、より多面的な視点での情報公開を行うこと。

 【国・都道府県】各都道府県におけるＢ・連携Ｂ・Ｃ水準の運用に関する事項

• 国は、各都道府県における Ｂ・連携Ｂ・Ｃ 水準の運用状況（ Ｂ・連携Ｂ・Ｃ 水準対象医療機関の指定や評価の状況を含む。）に
ついて情報収集を行い、必要に応じて、地方自治法第245条の４第１項の規定により、都道府県に対し技術的助言等を行うとともに、
各都道府県における着実な医師の働き方改革の推進に資するよう、必要な情報の横展開等を行うこと。

• 都道府県は、Ｂ・連携Ｂ・Ｃ 水準の適切な運用を通じて、各都道府県における着実な医師の働き方改革の推進に取り組むこと。

• 都道府県等は、面接指導等の追加的健康確保措置の履行確保のため、医療法第25条第１項の規定に基づく立入検査において、医療
機関における当該措置の実施状況の確認を行い、医療機関に対し必要な助言・指導を行うこと。

各関係者が取り組むべき推奨事項等について①

22

Ⅱ 地域の医療関係者に対する推奨事項

地域の医療関係者は、次の事項に取り組むことが推奨される。

 地域全体での医師の働き方改革の推進に関する事項

• 地域の医療関係者は、個々の医療機関においては解消できない、地域における構造的な医師の長時間労働の要因に対し、地域医療
対策協議会や地域医療構想調整会議、地域の外来医療に関する協議の場における協議等を通じて、地域の医療機関の役割分担や夜
間・休日救急の輪番制の構築等、地域医療提供体制における機能分化・連携を推進し、地域全体での医師の働き方改革に取り組む
こと。



これまでの都道府県（医療政策担当）への依頼事項

○ 地域の医療提供体制確保の観点からの実態把握

・ 都道府県内の医療機関が目指す水準の把握とその妥当性の確認

・ 特に他の医療機関から医師を受け入れている医療機関とその宿日直許可取得状況の把握

○ 医療機関の取組を支援するための体制（勤改センター等）の充実・強化

・ 都道府県、勤改センターの人的体制の充実

・ 勤改センターの取組に対する都道府県の積極的関与

（実態把握を踏まえた支援の優先順位付けとプッシュ型の個別支援、関係機関との連携体制の構築 等）

○ 都道府県知事の指定に向けた準備

・ 都道府県での指定申請受付から指定までのスケジュールの整理

・ 指定に関する都道府県内の体制の整理（関係部局との連携、役割分担、人員体制 等）

・ 指定に関する検討内容、検討の場の整理（医療審議会、その他の部会 等）

・ 指定に関する手続について医療機関への周知広報・早期準備の勧奨

23

・評価センターの評価の早期受審勧奨

！

！
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JR東日本/まど上チャンネ

ル（スポットCM）
JR西日本／WESTビジョ
ン（スポットCM) 

イオンチャンネル

交通・屋外広告（令和３年度事例）

宮城県庁・福岡県庁 訪問（令和４年度事例）
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医師の働き方改革を進めることは

医師・患者さんの双方にとって重要なことです。

医師にとってのメリット

・勤務間インターバルの確保により
必要な休息がとれる。
（宿直明けは昼までに帰宅できる）

・タスクシフト／シェアの推進により、
医師でなければできない仕事に集中
できる

・・ ・・・・・・・

我が国の医療と医師の働き方



患者さんにとってのメリット

・さらに安心・安全な医療が受けられる

・質の高い医療が受けられる

医師の健康が確保されることで…

医師の働き方改革を進めることは

医師・患者さんの双方にとって重要なことです。
・・ ・・・・・・・

我が国の医療と医師の働き方



それぞれの医療機関で
働き方改革を進めましょう！

我が国の医療と医師の働き方

働き方改革は、職場の全員が主人公です。

28



ご静聴ありがとうございました。
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https://c2-shinsasoshiki.mhlw.go.jp/

令和４年度の申請は締め切りました。

令和５年度の申請開始までお待ち下さい。

https://c2-shinsasoshiki.mhlw.go.jp/

